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沖
縄
県
に
お
け
る
雇
用
・
失
業
問
題
は
、
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
あ
り
、
一
刻
も
早
く
現
状
を
打
開
し
、
問
題

解
決
を
図
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
つ
て
い
る
。 

従
つ
て
、
沖
縄
県
に
お
け
る
雇
用
及
び
失
業
問
題
の
い
く
つ
か
の
点
に
限
つ
て
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
質
問
す

る
。 総

理
府
統
計
局
が
十
月
二
十
八
日
発
表
し
た
沖
縄
県
労
働
力
調
査
は
、
沖
縄
県
内
の
失
業
者
三
万
千
人
、
完
全

失
業
率
は
前
月
比
〇
・
四
％
の
上
昇
で
六
・
五
％
と
極
め
て
深
刻
な
実
態
を
示
し
て
お
り
、
過
去
最
悪
水
準
に
近

づ
い
て
い
る
。 

沖
縄
の
失
業
問
題
の
解
決
を
す
べ
て
沖
縄
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
産
業
振
興
に
解
消
し
、
何
ら
有
効
な
具
体

策
を
講
じ
て
こ
な
か
つ
た
政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。 

 
沖
縄
県
に
お
け
る
雇
用
及
び
失
業
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

一 
政
府
は
、
一
九
八
〇
年
代
経
済
社
会
の
展
望
と
指
針
」
で
完
全
失
業
率
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
五
年
度
の
目

標
値
を
「
二
％
程
度
」
と
し
て
い
る
。 

二 

政
府
は
第
二
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画
で
、
「
産
業
振
興
と
有
機
的
な
連
携
の
も
と
沖
縄
の
実
情
に
即
し
た
雇 

2 

完
全
失
業
率
を
三
・
四
％
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
施
策
に
よ
つ
て

達
成
す
る
つ
も
り
か
。 

1 

第
二
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画
の
目
標
年
次
で
あ
る
昭
和
六
十
六
年
度
の
沖
縄
県
の
完
全
失
業
率
を
「
展
望

と
指
針
」
の
目
標
年
次
で
あ
る
昭
和
六
十
五
年
度
の
全
国
値
の
「
二
％
程
度
」
と
し
な
か
つ
た
の
は
何
故
か
。

三
・
四
％
と
し
た
根
拠
と
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

と
こ
ろ
が
、
沖
縄
県
の
沖
縄
振
興
開
発
計
画
関
係
資
料(

昭
和
五
十
七
年
十
月)

の
「
人
口
・
所
得
フ
レ
ー
ム

関
係
資
料
」
に
よ
る
と
第
二
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画
の
目
標
年
次
で
あ
る
昭
和
六
十
六
年
度
の
沖
縄
県
の
完
全

失
業
率
は
三
・
四
％
と
な
つ
て
い
る
。 

四 

 



 

三 

沖
縄
県
の
産
業
振
興
を
図
る
う
え
で
も
、
大
き
な
問
題
と
な
つ
て
い
る
の
が
沖
縄
県
に
広
範
囲
に
集
中
し
て

い
る
米
軍
基
地
の
存
在
で
あ
る
。
昭
和
五
十
五
年
八
月
の
沖
縄
県
の
「
沖
縄
振
興
開
発
計
画
総
点
検
報
告
書
」

は
、
「
産
業
構
造
、
都
市
形
成
、
交
通
体
系
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
」
ま
た
「
基
地
か
ら
発
生
す
る
騒
音
や
公
害

が
、
県
民
生
活
上
大
き
な
障
害
と
な
つ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

米
軍
基
地
の
存
在
が
、
産
業
振
興
を
図
る
う
え
で
も
重
大
な
障
害
と
な
つ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。
昭
和
五
十
四
年
六
月
十
四
日
の
私
の
「
沖
縄
県
の
雇
用
及
び
失
業
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る

昭
和
五
十
四
年
七
月
十
日
の
政
府
答
弁
書
で
、
米
軍
施
設
、
区
域
の
整
理
統
合
に
つ
い
て
、
「
そ
の
推
進
に
努 

 

め
て
い
く
考
え
で
あ
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

用
機
会
の
創
出
を
図
る
な
ど
、
総
合
的
に
雇
用
対
策
を
進
め
る
」
と
し
て
い
る
。 

こ
こ
で
い
う
総
合
的
な
雇
用
対
策
と
は
何
か
。
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

以
後
ど
う
推
進
し
た
の
か
。 

五 

 



 

四 
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
は
、
労
働
大
臣
が
沖
縄
県
知
事
の
意
見
を
聞
い
て
「
就
業
の
機
会

の
増
大
を
図
る
た
め
の
事
業
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
計
画
に
基
づ
き
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。 

私
は
、
同
法
第
三
十
八
条
に
基
づ
く
失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
法
制
定
後
こ
れ
ま
で
一
度
も
発
動
さ
れ
た

こ
と
が
な
い
こ
と
を
再
三
指
摘
し
、
実
施
を
求
め
て
き
た
。 

し
か
る
に
政
府
は
、
「
失
業
対
策
と
し
て
、
特
別
の
事
業
を
起
こ
し
て
一
時
的
に
失
業
者
を
吸
収
す
る
方
式 

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
再
就
職
の
促
進
に
つ
な
が
ら
な
か
つ
た
経
緯
が
あ
る
た
め
、
実
施
す
る
こ

と
は
考
え
て
い
な
い
」
（
前
記
答
弁
書
）
と
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

政
府
は
、「
本
土
と
の
格
差
是
正
」
、「
自
立
的
発
展
の
基
礎
条
件
の
整
備
」
を
掲
げ
て
、
こ
れ
ま
で
十
一
年
間

沖
縄
振
興
開
発
を
行
つ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
の
失
業
率
は
、
復
帰
前
で
は
一
％
前
後
で
あ
つ
た
の

が
、
今
日
で
は
六
・
五
％
（
本
年
九
月
度
）
と
深
刻
の
度
を
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

六 

 



 

五 

沖
縄
県
に
お
い
て
は
、
若
年
層
の
失
業
者
が
多
い
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
復
帰
に
伴
う
制
度
変
更
に
よ
る
離
職 

2 

政
府
は
、
現
行
の
特
定
地
域
開
発
就
労
事
業
が
就
労
者
の
滞
留
を
招
い
て
き
た
と
称
し
て
、
こ
れ
を
改
善

す
る
た
め
と
し
て
昨
年
十
一
月
か
ら
改
善
特
定
地
域
開
発
就
労
事
業
を
試
験
的
に
実
施
し
て
い
る
。 

1 

産
業
の
振
興
に
よ
つ
て
雇
用
機
会
の
増
大
を
図
る
と
い
つ
て
も
「
早
急
に
そ
の
効
果
を
期
待
す
る
の
は
困

難
」
（
昭
和
五
十
八
年
六
月
「
沖
縄
県
経
済
の
概
況
」
沖
縄
開
発
庁
、
沖
縄
総
合
事
務
局
）
で
あ
り
、
現
実
に
は

見
通
し
が
立
た
な
い
状
況
に
あ
る
。
と
り
わ
け
深
刻
な
沖
縄
の
失
業
問
題
解
決
の
た
め
、
公
的
就
労
事
業
を

国
の
責
任
で
興
し
て
で
も
就
労
の
場
を
つ
く
つ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

し
か
も
、
「
新
規
工
業
の
立
地
が
必
ず
し
も
計
画
に
お
い
て
期
待
し
た
よ
う
に
は
進
ん
で
い
な
い
等
に
よ
つ 

て
県
内
の
雇
用
機
会
が
不
足
し
て
い
る
」
（
前
記
答
弁
書
）
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。 

沖
縄
に
お
い
て
も
、
改
善
特
定
地
域
開
発
就
労
事
業
と
同
趣
旨
の
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で

は
な
い
か
。 

七 

 



 

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
や
、
駐
留
軍
離
職
者
が
多
く
、
か
つ
中
高
年
層
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
特

徴
と
な
つ
て
い
る
。 

政
府
は
適
用
除
外
に
つ
い
て
、
私
の
昭
和
五
十
三
年
五
月
十
三
日
の
「
沖
縄
県
の
雇
用
及
び
失
業
問
題
に
関

す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
昭
和
五
十
三
年
五
月
三
十
日
）
で
、
「
措
置
の
対
象
を
中
高
年
齢
者

に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
広
く
沖
縄
県
内
の
失
業
者
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
」
と
答
弁
し
て
い

る
。 こ

の
た
め
若
年
層
の
失
業
対
策
と
同
時
に
、
再
就
職
困
難
な
中
高
年
層
の
失
業
・
雇
用
問
題
の
解
決
の
た
め

特
別
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。 

し
か
し
、
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
中
高
年
齢
者

等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
中
高
年
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十

二
条
の
規
定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。 

八 

 



 

六 

沖
縄
の
失
業
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
雇
用
保
険
や
駐
留
軍
離
職
者
な
ど
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
「
就
職
促
進

手
当
」
な
ど
に
よ
る
経
済
的
援
護
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。 

中
高
年
雇
用
促
進
法
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
の
沖
縄
県
へ
の
適
用
除
外
を
規
定
し
て
い
る
沖
縄
振
興
開

発
特
別
措
置
法
第
四
十
七
条
は
撤
廃
し
、
中
高
年
齢
者
の
雇
用
が
特
に
困
難
な
地
域
と
し
て
「
特
定
地
域
」
指
定

を
行
い
、
積
極
的
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

雇
用
保
険
の
場
合
、
沖
縄
県
の
「
労
働
経
済
指
標
」
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
）
に
よ
る
と
昭
和
五
十
七
年
三
月
現

在
、
常
雇
二
十
九
人
以
下
の
加
入
は
、
事
業
所
数
で
全
体
の
一
四
・
五
％
、
加
入
者
数
で
全
体
の
二
七
・
三
％

と
少
な
く
、
完
全
失
業
者
の
中
で
失
業
手
当
等
を
受
け
て
い
る
者
の
割
合
が
極
め
て
低
い
と
い
う
こ
と
が
問
題 

し
か
し
、
政
府
の
答
弁
は
、
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
に
基
づ
く
「
就
労
の
機
会
の
増
大
を

図
る
た
め
の
事
業
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
法
律
の
趣
旨
を
無
視

し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

九 

 



 

七 

政
府
は
第
二
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画
に
お
い
て
、
職
業
の
安
定
と
労
働
者
福
祉
の
充
実
に
つ
い
て
、
「
沖
縄 

の
実
情
に
応
じ
た
各
種
の
施
策
を
積
極
的
に
講
じ
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。 

3 

加
入
促
進
対
策
の
一
つ
と
し
て
公
共
職
業
安
定
所
の
職
員
の
増
加
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

2 

政
府
は
零
細
規
模
の
事
業
所
が
多
い
実
態
に
か
ん
が
み
、
雇
用
保
険
加
入
促
進
の
た
め
対
策
を
講
じ
る
べ

き
で
は
な
い
か
。 

1 
政
府
は
こ
の
実
態
を
承
知
し
て
い
る
の
か
。 

と
な
つ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
全
体
の
九
六
％
（
昭
和
五
十
六
年
七
月
一
日
現
在
、
沖
縄
県
の
「
事
業
所
統
計
調
査
報
告
」
）
を
占
め

る
常
雇
規
模
二
十
九
人
以
下
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
の
労
働
条
件
の
実
態
す
ら
十
分

明
ら
か
に
な
つ
て
い
な
い
。 

政
府
は
、
沖
縄
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
講
じ
る
た
め
に
も
常
雇
二
十
九
人
以
下
の
零
細
事
業
に
働
く
労
働 

一
〇 

 



 

 

一
一 

者
の
賃
金
、
労
働
条
件
等
の
実
態
調
査
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


